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平成 年 月 日（火）
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毎週火 金曜日発行･

◇ 保健所及 衛生環境研究所 使用料及 手数料 額（ ）（健康対策課）……………………

鳥取県保健所条例（平成 年鳥取県条例第 号）第 条第 号本文及 鳥取県衛生環境研究所 設置及 管理

関 条例（平成 年鳥取県条例第 号）別表第 項金額 欄本文 規定 基 、保健所及 衛生環

境研究所 使用料及 手数料 額 次 定 、平成 年 月 日 施行 。

平成 年度鳥取県告示第 号（保健所及 衛生環境研究所 使用料及 手数料 額 ） 、平成 年

月 日限 廃止 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県保健所条例第 条第 号本文及 鳥取県衛生環境研究所 設置及 管理 関 条例別表第 項

金額 欄本文 知事 定 額 、平成 年厚生省告示第 号（健康保険法 規定 療養 要 費用 額

算定方法） 基 、同告示 定 医科診療報酬点数表又 歯科診療報酬点数表 算定 額（基本診

療料 係 額 除 。） 割 額（ 額 円未満 端数 生 、 端数 切 捨 額）

。 、次 掲 検査及 診断 、 定 額 。

反応検査 検査 円

線間接写真診断 枚 円
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)


